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三　
『
憲
法
義
解
』
を
め
ぐ
る
諸
問
題

　

か
つ
て
、
鈴
木
安
蔵
に
よ
り
『
憲
法
義
解
』
の
検
討

）
1
（

が
な
さ
れ
た
が
、
必
ず
し
も
憲
法
学
界
に
あ
っ
て
真
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
般
的
な
理
解
と
し
て
、
『
義
解
』
は
大
日
本
帝
国
憲
法
の
公
定
注
釈
書
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
は

た
し
て
、
大
日
本
帝
国
憲
法
体
制
に
あ
っ
て
、
憲
法
学
者
た
ち
は
『
義
解
』
に
忠
実
な
学
理
解
釈
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
義
解
』

は
ど
れ
ほ
ど
ま
で
の
学
的
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

（一）
『
憲
法
義
解
』
の
前
提

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
大
日
本
帝
国
憲
法
は
「
五
箇
条
の
御
誓
文
」（
明
治
元
年
）「
議
院
憲
法
の
詔
」（
明
治
七
年
）「
立
憲
政
体
樹
立
の
詔
」
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（
明
治
八
年
）「
国
会
開
設
の
勅
諭
」
（
明
治
一
四
年
）
な
ど
の
延
長
線
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
国
家
基
本
法
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
政
治
的

文
書
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
明
治
国
家
の
基
本
構
造
』
に
委
ね
た
い
。
本
章
で
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
告
文
、
勅
語
、
上
諭

を
お
さ
え
て
お
く
。

①
皇
室
典
範
お
よ
び
帝
国
憲
法
制
定
に
関
す
る
御
告
文
で
は
、

「
皇
朕
レ
謹
ミ
畏
ミ

　

皇
祖

　

皇
宗
ノ
御
霊
ニ
誥
ケ
白
サ
ク
皇
朕
レ
天
壌
無
窮
ノ
宏
謨
ニ
循
ヒ
惟
神
ノ
宝
祚
ヲ
継
承
シ
旧
図
ヲ
保
持
シ
テ
敢
テ
失
墜
ス
ル
コ
ト

無
シ
顧
ミ
ル
ニ
世
局
ノ
進
運
ニ
膺
リ
人
文
ノ
発
達
ニ
随
ヒ
宜
ク

　

皇
祖

　

皇
宗
ノ
遺
訓
ヲ
明
徴
ニ
シ
典
憲
ヲ
成
立
シ
条
章
ヲ
昭
示
シ
内
ハ
以
テ
子
孫
ノ
率
由
ス
ル
所
ト
為
シ
外
ハ
以
テ
臣
民
翼
賛
ノ
道
ヲ

広
メ
永
遠
ニ
遵
行
セ
シ
メ
益
々
国
家
ノ
丕
基
ヲ
鞏
固
ニ
シ
八
州
民
生
ノ
慶
福
ヲ
増
進
ス
ヘ
シ
茲
ニ
皇
室
典
範
及
憲
法
ヲ
制
定
ス
惟

フ
ニ
比
シ
皆

　

皇
祖

　

皇
宗
ノ
後
裔
ニ
胎
シ
タ
マ
ヘ
ル
統
治
ノ
洪
範
ヲ
紹
述
ス
ル
ニ
外
ナ
ラ
ス
而
シ
テ
朕
カ
躬
ニ
逮
テ
時
ト
倶
ニ
挙
行
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ル
ハ
洵
ニ

　

皇
祖



天
皇
制
論
を
読
み
直
す
(四)
（
大
塚
）

三

186

　

皇
宗
及
我
カ

　

皇
考
ノ
威
霊
ニ
倚
藉
ス
ル
ニ
由
テ
ラ
サ
ル
ハ
無
シ
皇
朕
レ
仰
テ

　

皇
祖

　

皇
宗
及

　

皇
考
ノ
神
佑
ヲ
祀
リ
併
セ
テ
朕
カ
現
在
及
将
来
ニ
臣
民
ニ
率
先
シ
此
ノ
憲
章
ヲ
履
行
シ
テ
ム
ラ
セ
ラ
ム
コ
ト
ヲ
誓
フ
庶
幾
ク
ハ

　

神
霊
此
シ
テ
設
ミ
タ
マ
ヘ
」

と
さ
れ
て
い
る
。
皇
祖
、
皇
宗
、
皇
考
こ
そ
が
、
明
治
天
皇
の
統
治
権
の
淵
源
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
天
照
大
御
神
、
神
武
天
皇
、

そ
し
て
孝
明
天
皇
の
威
霊
を
受
け
継
ぐ
明
治
天
皇
が
大
日
本
帝
国
憲
法
を
制
定
し
た
こ
と
を
明
確
化
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
憲
法
発

布
勅
語
に
あ
っ
て
も
垣
間
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

②
憲
法
発
布
勅
語
で
は
、

　

「
朕
国
家
ノ
隆
昌
ト
臣
民
ノ
慶
福
ト
ヲ
以
テ
中
心
欣
栄
ト
シ
朕
カ
祖
宗
ニ
承
ク
ル
ノ
大
権
ニ
依
リ
現
在
及
将
来
ノ
臣
民
ニ
対
シ

此
ノ
不
磨
ノ
大
典
ヲ
宣
布
ス

　

惟
フ
ニ
我
カ
宗
ハ
我
カ
臣
民
祖
先
ノ
協
力
輔
翼
ニ
倚
リ
我
カ
帝
国
ヲ
肇
造
シ
以
テ
無
窮
ニ
垂
レ
タ
リ
此
レ
我
カ
神
聖
ナ
ル
祖
宗

ノ
威
徳
ト
並
ニ
臣
民
ノ
忠
実
勇
武
ニ
シ
テ
国
ヲ
愛
シ
公
ニ
殉
ヒ
以
テ
此
ノ
光
輝
ア
ル
国
史
ノ
威
跡
ヲ
胎
シ
タ
ル
ナ
リ
朕
我
カ
臣
民

ハ
即
チ
祖
宗
ノ
子
孫
ナ
ル
ヲ
回
想
シ
其
ノ
朕
カ
意
ヲ
奉
礼
シ
朕
カ
事
ヲ
奨
順
シ
相
与
ニ
和
衷
協
同
シ
益
々
我
カ
帝
国
ノ
光
栄
ヲ
中
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外
ニ
宣
揚
シ
祖
宗
ノ
遺
業
ヲ
永
久
ニ
鞏
国
ナ
ラ
シ
ム
ル
ノ
希
望
ヲ
同
ク
シ
此
ノ
負
担
ヲ
分
ツ
ニ
堪
フ
ル
コ
ト
ヲ
疑
ハ
サ
ル
ナ
リ
」

と
し
、
勅
語
に
あ
っ
て
は
、
天
皇
と
臣
民
と
の
協
力
・
輔
翼
に
よ
っ
て
大
日
本
帝
国
が
将
来
に
わ
た
り
発
展
し
て
い
く
こ
と
を
期
す
る

と
し
て
い
る
。
上
諭
に
あ
っ
て
は
、
万
世
一
系
が
前
面
に
出
さ
れ
て
い
る
。

③
帝
国
憲
法
上
諭
で
は
、

　

「
朕
祖
宗
ノ
遺
烈
ヲ
承
ケ
万
世
一
系
ノ
帝
位
ヲ
践
ミ
朕
カ
親
愛
ス
ル
所
ノ
臣
民
ハ
即
チ
朕
カ
祖
宗
ノ
恵
撫
慈
養
シ
タ
マ
ヒ
シ
所

ノ
臣
民
ナ
ル
ヲ
念
ヒ
其
ノ
慶
福
ヲ
増
進
シ
其
ノ
懿
徳
良
能
ヲ
発
達
セ
シ
メ
ム
コ
ト
ヲ
願
ヒ
又
其
ノ
翼
賛
ニ
依
リ
与
ニ
倶
ニ
国
家
ノ

進
運
ヲ
扶
持
セ
ム
コ
ト
ヲ
望
ミ
乃
チ
明
治
十
四
念
十
月
十
二
日
ノ
詔
命
ヲ
履
践
シ
茲
ニ
大
憲
ヲ
制
定
シ
朕
カ
率
由
ス
ル
所
ヲ
示
シ

朕
カ
後
嗣
及
臣
民
及
臣
民
ノ
子
孫
タ
ル
者
ヲ
シ
テ
永
遠
ニ
循
行
ス
ル
所
ヲ
知
ラ
シ
ム

　

国
家
統
治
ノ
大
権
ハ
朕
カ
之
ヲ
祖
宗
ニ
承
ケ
テ
之
ヲ
子
孫
ニ
伝
フ
ル
所
ナ
リ
朕
カ
子
孫
ハ
将
来
此
ノ
憲
法
ノ
条
章
ニ
循
ヒ
之
ヲ

行
フ
コ
ト
ヲ
愆
ラ
サ
ル
ヘ
シ
…
」

と
あ
り
、
万
世
一
系
の
帝
位
、
国
家
統
治
の
大
権
は
祖
宗
か
ら
淵
源
す
る
こ
と
を
う
た
い
あ
げ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
④
『
帝
国
憲
法
義
解
』
に
あ
っ
て
は
、

　

「
祖
宗
の
遺
業
に
依
り
、
其
の
源
を
疏
し
て
其
の
流
を
通
ず
る
者
な
り

）
2
（

」
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「
恭
て
按
ず
る
に
、
天
皇
の
宝
祚
は
之
を
祖
宗
ニ
承
け
、
之
を
子
孫
に
伝
ふ
。
国
家
統
治
権
の
存
す
る
所
な
り

）
3
（

。
」

と
あ
り
、
天
皇
の
統
治
権
の
依
っ
て
た
つ
と
こ
ろ
を
強
調
し
て
い
る
。
天
皇
の
統
治
権
に
し
て
も
憲
法
制
定
に
し
て
も
、
天
皇
の
皇
位

に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、

　

⑤
『
典
範
義
解
』
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
皇
位
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
『
皇
室
典
範
』
が
国
家
統
治
構
造
上
重
視

さ
れ
て
く
る
。

　

「
祖
宗
国
を
肇
め
、
一
系
相
承
け
、
天
壌
と
与
に
無
窮
に
垂
る
。
此
れ
蓋
言
説
を
仮
ら
ず
し
て
既
に
一
定
の
模
範
あ
り
。
以
て

不
易
の
規
準
た
る
に
因
る
に
非
ざ
る
は
な
し
。
今
人
文
漸
く
進
み
、
遵
由
の
路
必
憲
章
に
依
る
。
而
し
て
皇
室
典
範
の
成
る
は
実

に
祖
宗
の
遺
意
を
明
徴
に
し
て
子
孫
の
為
に
永
遠
の
銘
典
を
胎
す
所
以
な
り
。

　

皇
室
典
範
は
皇
室
自
ら
其
の
家
法
を
条
定
す
る
者
な
り
。
故
に
公
式
に
依
り
之
を
臣
民
に
公
布
す
る
者
に
非
ず
。
…
皇
室
の
家

法
は
祖
宗
に
承
け
、
子
孫
に
伝
ふ
。
既
に
君
主
の
任
意
に
制
作
す
る
所
に
非
ず
。
又
臣
民
の
敢
て
干
渉
す
る
所
に
非
ず

）
4
（

。
」

　

皇
位
の
継
承
は
古
来
か
ら
の
、
不
改
常
典
な
の
で
あ
る
。

⑥
『
皇
室
典
範
』
で
は
、

　

「
天
佑
ヲ
享
有
シ
タ
ル
我
カ
日
本
帝
国
ノ
践
祚
ハ
万
世
一
系
歴
代
継
承
シ
以
テ
朕
カ
体
ニ
至
ル
惟
フ
ニ
祖
宗
肇
国
ノ
初
大
憲
一
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タ
ヒ
定
マ
リ
昭
ナ
ル
コ
ト
日
星
ノ
如
シ
今
ノ
時
ニ
当
リ
宜
ク
遺
訓
ヲ
明
徴
ニ
シ
皇
家
ノ
成
典
ヲ
制
立
シ
以
テ
丕
基
チ
永
遠
ノ
強
固

ニ
ス
ヘ
シ
」

　

と
し
た
上
で
、
各
条
規
が
定
め
ら
れ
る
。

　

『
典
範
』
「
第
一
条　

大
日
本
国
皇
位
ハ
祖
宗
ノ
皇
統
ニ
シ
テ
男
系
之
ヲ
継
承
ス
」
と
の
規
定
に
関
し
て
、
『
義
解
』
で
は
、

　

「
皇
位
の
継
承
は
祖
宗
以
来
既
に
明
訓
あ
り
。
和
気
清
麻
呂
還
奏
の
言
に
曰
く
、
『
我
国
家
開
闢
以
来
、
君
臣
分
定
矣
、
以
臣
為

君
未
之
有
也
、
天
之
日
嗣
、
必
立
皇
緒
』
と

）
5
（

。
」

　

「
祖
宗
の
皇
統
と
は
、
一
系
の
正
統
を
承
く
る
皇
胤
を
謂
ふ
。
…
皇
統
に
し
て
皇
位
を
継
ぐ
は
必
一
系
に
限
る
。
而
し
て
二
三

に
分
割
す
べ
か
ら
ず
。
天
智
天
皇
の
言
に
曰
、
『
天
無
雙
日
国
無
二
王
』
と

）
6
（

。
」

　

「
本
条
の
意
義
を
約
説
す
る
に
、
祖
宗
以
来
皇
祚
継
承
の
大
義
炳
焉
と
し
て
日
星
の
如
く
、
万
世
に
亙
り
て
易
ふ
べ
か
ら
ざ
る
者
、

蓋
左
の
三
大
則
と
す
。

　

第
一　

皇
祚
を
踐
む
は
皇
胤
に
限
る
。

　

第
二　

皇
祚
を
踐
む
は
男
系
に
限
る
。

　

第
三　

皇
祚
は
一
系
に
し
て
分
裂
す
べ
か
ら
ず

）
7
（

。
」

な
ど
と
注
釈
し
て
い
る
。
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皇
位
を
承
継
し
て
い
る
明
治
天
皇
は
正
統
で
あ
る
の
が
確
認
さ
れ
る
。
明
治
天
皇
が
、
正
統
な
皇
位
継
承
者
の
立
場
か
ら
、
皇
室
典

範
を
定
め
、
大
日
本
帝
国
憲
法
を
発
布
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

典
範
「
第
十
条　

天
皇
崩
ス
ル
ト
キ
ハ
皇
嗣
即
チ
践
祚
シ
祖
宗
ノ
神
器
ヲ
承
ク
」

　

『
義
解
』
で
は
、

　

「
神
祖
以
来
鏡
、
剣
、
璽
三
種
の
神
器
を
以
て
皇
位
の
御
守
と
為
し
た
ま
ひ
、
歴
代
即
位
の
時
は
必
神
器
を
承
く
る
を
以
て
例

と
せ
ら
れ
た
り
。
」

　

「
上
古
は
践
祚
即
ち
即
位
に
し
て
両
事
に
非
ず
。
令
義
解
に
「
天
皇
即
位
、
謂
之
践
祚
、
祚
、
位
也
」
と
あ
る
、
是
れ
な
り
。

此
の
時
よ
り
践
祚
の
日
に
神
器
を
奉
ら
れ
た
り

）
8
（

。
」

と
解
釈
し
て
い
る
。
神
器
に
つ
い
て
は
、
三
種
の
神
器
（
皇
室
典
範
第
一
〇
条
）
、
高
御
座
、
御
帳
台
（
「
登
極
令
」
即
位
当
日
紫
宸
殿
ノ
儀
）

な
ど
の
規
定
が
み
ら
れ
る
。

　

典
範
「
第
十
一
条　

即
位
ノ
礼
及
大
嘗
祭
ハ
京
都
ニ
於
テ
之
ヲ
行
フ
」

　

『
義
解
』
の
解
説
に
し
た
が
え
ば
、

　

「
本
条
に
京
都
に
於
て
即
位
の
礼
及
大
嘗
を
行
ふ
こ
と
を
定
む
る
は
、
大
礼
を
重
ん
じ
、
遺
訓
を
恪
み
、
又
本
を
忘
れ
ざ
る
の

意
を
明
に
す
る
な
り
。
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大
嘗
の
祭
は
神
武
天
皇
元
年
以
来
歴
代
相
因
て
大
典
と
は
せ
ら
れ
た
り
、
蓋
天
皇
位
に
即
き
天
祖
及
天
神
地
祇
を
請
饗
せ
ら
る

る
の
礼
に
し
て
、
一
世
に
一
た
び
行
は
る
る
者
な
り

）
9
（

。
」

と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
典
範
が
制
定
さ
れ
た
あ
と
、
「
皇
室
令
」
、
「
同
祭
祀
令
」
の
制
定
作
業
が
つ
づ
い
て
い
た
。
「
登
極
令
」
（
明

治
四
二
年
）
の
規
定
を
整
理
し
て
み
た
い
。
践
祚
、
即
位
、
大
・
新
嘗
祭
等
に
関
し
て
で
あ
る
。

「
第
一
条 

天
皇
践
祚
ノ
時
ハ
掌
典
長
ヲ
シ
テ
賢
所
ニ
祭
典
ヲ
行
ハ
シ
メ
且
践
祚
ノ
旨
ヲ
皇
霊
殿
神
殿
ニ
奉
告
セ
シ
ム
」

「
第
七
条 

即
位
ノ
礼
及
大
嘗
祭
ヲ
行
フ
期
日
定
マ
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
賢
所
皇
霊
殿
神
殿
ニ
奉
告
シ
勅
使
ヲ
シ
テ
神
宮
神
武
天
皇

山
陵
並
前
帝
四
代
ノ
山
陵
ニ
奉
幣
セ
シ
ム
」

「
第
十
二
条 

即
位
ノ
礼
ヲ
行
フ
当
日
勅
使
ヲ
シ
テ
之
ヲ
皇
霊
殿
神
殿
ニ
奉
告
セ
シ
ム
大
嘗
祭
ヲ
行
フ
当
日
勅
使
ヲ
シ
テ
神
宮
皇
霊

殿
神
殿
並
官
国
幣
社
ニ
奉
告
セ
シ
ム
」

「
第
十
六
条 

即
位
ノ
礼
及
大
嘗
祭
訖
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
天
皇
皇
后
ト
共
ニ
神
宮
神
武
天
皇
山
陵
並
前
帝
四
代
ノ
山
陵
ニ
謁
ス
」

　

要
す
る
に
、
政
治
的
に
意
味
合
い
を
有
す
る
の
は
第
七
条
で
あ
り
、
明
治
天
皇
が
崩
御
し
た
場
合
を
想
定
し
、＜

御
桃
園－

光
格－

仁
孝－

孝
明－

明
治＞

の
系
統
、
つ
ま
り
閑
院
宮
家
出
身
の
歴
代
天
皇
に
対
し
て
奉
告
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
万
世

一
系
と
い
っ
て
も
、
結
局
は
光
格
以
降
の
血
統
こ
そ
が
重
要
視
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

「
皇
室
祭
祀
令
」
（
明
治
四
一
年
）
に
あ
っ
て
も
、
第
九
条
で
大
祭
と
し
て
、
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紀
元
節　

二
月
十
一
日　

　

神
武
天
皇
祭　

四
月
三
日　

　

先
帝
祭　

毎
年
崩
御
日
ニ
相
当
ス
ル
日　

　

先
帝
以
前
三
代
ノ
式
年
祭　

崩
御
日
ニ
相
当
ス
ル
日

を
規
定
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
「
第
十
八
条　

神
武
天
皇
及
先
帝
ノ
式
年
祭
ハ
陵
所
及
皇
霊
殿
ニ
於
テ
之
ヲ
行
フ
但
シ
皇
霊
殿
ニ
於
ケ
ル
祭
典
ハ
掌
典
長
之

ヲ
行
フ
」
、
と
の
規
定
も
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
皇
室
祭
祀
に
関
し
て
は
、
皇
祖
神
祭
祀
（
新
嘗
・
神
嘗
祭
）
と
と
も
に
皇
霊
祭
祀
（
神
武
天
皇
祭
・
先
帝
祭
・
先
帝
以
前

三
大
式
年
祭
）
が
重
視
さ
れ
る
。
皇
室
祭
祀
の
二
つ
の
柱
と
い
っ
て
よ
い
。
宮
中
三
殿
の
う
ち
、
賢
所
（
天
照
大
御
神
）
、
皇
霊
殿
（
神

武
天
皇
・
歴
代
天
皇
）
、
神
殿
（
八
百
万
神
・
天
神
地
祇
）
の
序
列
が
定
ま
る
。
最
高
神
は
天
照
大
御
神
で
あ
り
、
神
人
で
あ
る
神
武
天
皇

が
な
ら
び
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

『
典
憲
』
体
制
に
あ
っ
て
は
、

　

皇
祖

　

皇
宗

　

皇
考

以
上
が
至
高
な
る
祭
神
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
祖
先
霊
が
あ
ら
た
な
皇
室
祭
祀
の
対
象
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
。
本
稿
の
「
問
題
の

所
在
」
に
あ
っ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
五
箇
条
の
御
誓
文
」
の
際
に
は
、
天
神
地
祇
に
天
皇
が
お
誓
い
申
し
上
げ
て
い
た
。
こ
の
段
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階
で
は
、
皇
祖
、
皇
宗
、
皇
考
が
明
確
に
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
明
治
維
新
の
際
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
神
武

創
業
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
政
治
的
に
は
意
味
合
い
を
持
ち
え
た
と
し
て
も
、
祭
祀
の
面
で
は
い
ま
だ
神
武
天
皇
は
は
っ
き
り
と
位

置
付
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
後
、
「
神
武
創
業
」
→
「
天
神
地
祇
」
→
「
皇
祖
・
皇
宗
・
皇
考
」
と
変
化
し
て
い
る
。
な
ぜ
で
あ

ろ
う
か
。
皇
祖
皇
宗
と
い
う
言
い
回
し
に
つ
い
て
も
、
い
ま
ま
で
の
憲
法
研
究
者
た
ち
に
し
て
み
れ
ば
特
段
疑
問
に
感
じ
て
い
な
い
よ

う
で
あ
る
。
「
皇
室
典
範
」
に
お
け
る
天
皇
の
皇
位
の
正
統
性　

天
皇
が
国
体
を
明
徴
に
す
る
た
め
に
大
日
本
帝
国
憲
法
を
制
定
し
公

布
し
た
。
典
憲
体
制
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
第
一
義
に
は
皇
室
典
範
が
重
ん
じ
ら
れ
る
の
が
、
大
日
本
帝
国
憲
法
体
制
の
特
色
な
の
で

あ
る
。
大
正
七
年
一
一
月
の
「
皇
室
典
範
増
補
」
で
は
、
「
朕
惟
フ
ニ
祖
宗
ノ
遺
範
ヲ
紹
述
シ
時
ニ
随
ヒ
宜
ヲ
制
シ
以
テ
国
運
ノ
進
展

ニ
順
応
ス
ル
ハ
皇
考
ノ
宏
謨
ニ
シ
テ
…
」
と
あ
り
、
皇
考
＝
明
治
天
皇
を
正
当
性
の
淵
源
と
し
て
位
置
付
け
る
動
き
が
み
ら
れ
は
じ
め

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
論
ず
る
憲
法
学
者
が
出
て
く
る
。
後
述
し
た
い
。

　

議
論
を
戻
し
て
、
神
武
天
皇
の
位
置
付
け
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
ま
ず
、
『
日
本
書
紀
（
巻
第
三
）
』
で
は
、

　

「
神
日
本
磐
余
彦
天
皇
〔
神
武
天
皇
〕
…
年
四
十
五
歳
に
及
び
て
、諸
兄
及
び
子
等
に
謂
り
て
曰
は
く
、昔
我
が
天
神
、高
皇
産
霊
尊
、

大
日
孁
尊
、
此
の
豊
葦
原
瑞
穂
国
を
挙
げ
て
、
我
が
天
祖
彦
火
瓊
々
杵
尊
に
授
け
た
ま
へ
り
。
是
に
、
彦
火
瓊
瓊
杵
尊
、
天
関
を
闢

闢
き
て
、
雲
路
を
披
け
、
仙
蹕
駆
ひ
て
戻
止
り
ま
す
。
是
の
時
に
、
運
、
鴻
荒
に
属
ひ
、
時
、
草
昧
に
鍾
れ
り
。
故
、
蒙
く
し
て
正

を
養
ひ
て
、
此
の
西
の
偏
を
治
ら
す
。
皇
祖
皇
考
、
乃
神
乃
聖
に
し
て
、
慶
を
積
み
暉
を
重
ね
、
多
に
年
所
を
歴
た
り

）
10
（

。
」

と
の
記
載
が
あ
る
。
こ
こ
に
あ
っ
て
は
、
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天
神
＝
高
皇
産
霊
尊
、
大
日
孁
尊
（
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
天
照
大
神
）

　

天
祖
＝
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト

　

皇
祖
皇
孝
＝
神
武

と
整
理
さ
れ
よ
う
。

　

幕
末
期
に
お
け
る
朝
廷
関
係
者
に
あ
っ
て
は
、
神
武
天
皇
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

　

⑦
『
孝
明
天
皇
宸
翰
』
（
安
政
五
年
六
月
二
一
日
）
で
は
、

　

「
日
本
ニ
於
テ
ハ
忝
ク
モ
子
孫
相
続
正
流
ニ
シ
テ
他
流
ヲ
用
ヰ
ス
神
武
帝
ヨ
リ
皇
統
連
綿
之
事
誠
ニ
他
国
ニ
例
ナ
ク
日
本
ニ
限

ル
事
偏
ヘ
ニ
天
照
大
神
之
仁
慮
言
語
ニ
盡
シ
難
ク

）
11
（

…
」

　

「
…
万
機
之
政
務
ヲ
聴
キ
治
国
候
事
力
ニ
及
ハ
ス
其
上
夷
一
件
之
儀
申
ス
侭
聞
候
テ
ハ
天
神
地
祇
皇
祖
ニ
対
シ
奉
リ
申
訳
ナ
ク

）
12
（

…
」

と
あ
り
、
神
武
天
皇
よ
り
連
綿
と
し
て
皇
位
が
継
承
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　

⑧
『
岩
倉
公
実
記
（
中
）
』
（
慶
応
三
年
）
で
は
、

　

「
王
政
復
古
ハ
務
メ
テ
度
量
ヲ
宏
ク
シ
規
模
ヲ
大
ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス
故
ニ
官
職
制
度
ヲ
建
定
セ
ン
ニ
ハ
当
サ
ニ
神
武
帝
ノ
肇

基
ニ
原
ツ
キ
寰
宇
ノ
統
一
ヲ
図
リ
万
機
ノ
維
新
ニ
従
フ
ヲ
以
テ
規
準
ト
為
ス
ヘ
シ

）
13
（

」
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と
の
記
述
が
み
ら
れ
、
神
武
創
業
が
維
新
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

⑨
『
王
政
復
古
の
大
号
令
』
（
慶
応
三
年
）
で
も
、

　

「
…
自
今
摂
関
幕
府
等
廃
絶
即
今
先
仮
リ
ニ
総
裁
議
定
参
与
之
三
職
ヲ
置
レ
万
機
可
被
為
行
諸
事
神
武
創
業
ノ
始
ニ
原
ツ
キ

）
14
（

…
」

と
あ
り
、
神
武
創
業
が
高
揚
さ
れ
て
い
る
。

　

⑩
『
神
宮
へ
の
即
位
宣
命
』
（
明
治
元
年
八
月
）
で
は
、

　

「
…
伊
勢
乃
度
会
乃
五
十
鈴
乃
下
津
磐
根
爾
大
宮
柱
広
廣
立
氐
高
天
原
爾
千
木
高
知
氐
称
辞
定
奉
留
天
照
坐
皇
大
神

）
15
（

…
」

　

「
…
方
今
天
下
乃
大
政
古
爾
復
志
給
比
弖
橿
原
宮
爾
御
宇
志
天
皇
御
創
業
乃
古
爾
基
岐
大
御
世
袁
弥
益
々
爾
吉
岐
御
代
止
固
成

賜
波
牟

）
16
（

…
」

と
し
、
皇
祖
＝
皇
宗
の
原
型
の
端
緒
が
み
ら
れ
て
く
る
。

　

⑪
『
祭
政
維
一
の
叡
旨
を
以
て
、
国
是
の
確
立
を
天
神
地
祇
お
よ
び
列
聖
の
神
霊
へ
の
奉
告
』
（
明
治
二
年
六
月
）
に
お
い
て
は
、

　

「
…
天
御
祖
大
御
神
乎
始
奉
利
互
、
天
神
地
祇
八
百
万
神
乃
宇
豆
乃
大
御
前
…
」

　

「
天
津
神
地
神
八
百
万
神
等

）
17
（

」
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ア
マ
テ
ラ
ス
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　

⑫
『
即
位
式
寿
詞
』
で
は
、

　

「
…
掛
巻
毛
畏
伎
明
神
止
大
八
洲
所
知
食
須
天
皇
乃
天
津
御
位
爾
登
里
賜
倍
留
…
」

　

「
…
高
天
原
爾
天
神
諸
伊
邪
那
岐
命
伊
邪
那
美
命
二
柱
乃
大
神
爾
此
多
陀
用
幣
流
国
乎
修
理
固
成
止
詔
知
弖
言
依
志
賜
此
伎
次

伊
邪
那
岐
命
天
照
大
御
神
爾
詔
久
汝
命
波
高
天
原
乎
所
知
止
事
依
而
賜
此
伎
次
天
照
大
御
神
高
木
神
之
命
以
弖
皇
御
孫
之
命
乎
天

津
高
御
座
爾
坐
弖
天
津
璽
止
為
弖
八
尺
勾
瓊
八
咫
鏡
草
那
芸
剣
三
種
乃
神
宝
乎
捧
持
賜
比
天
言
寿
岐
宣
波
久
皇
我
宇
都
御
子
皇
御

孫
命
比
乃
天
津
高
御
座
爾
坐
弖
天
津
日
嗣
乎
天
地
乃
共
万
千
秋
乃
長
五
百
秋
爾
大
八
洲
豊
原
乃
瑞
穂
之
国
乎
安
国
止
平
気
久
所
知

食
止
言
寄
奉
賜
比
伎

）
18
（

…
」

と
あ
り
、
ア
マ
テ
ラ
ス
が
祭
祀
の
中
核
を
し
め
る
。

　

⑬
明
治
二
年
一
二
月
に
神
祇
官
仮
神
殿
完
成
の
鎮
魂
際
で
は
、

　

東
座
に
天
神
地
祇

　

中
央
座
に
神
産
日
神
・
高
御
産
日
神
・
玉
積
産
日
神
・
生
産
日
神
・
足
産
日
神
・
大
宮
売
神
・
事
代
主
神

　

西
座
に
歴
代
皇
霊
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を
祀
っ
て
い
た

）
19
（

。

　

⑭
『
大
教
宣
布
』
（
明
治
三
年
正
月
）
で
は
、

　
　
　

「
朕
恭
惟　

天
神　

天
祖
立
極
垂
統　

列
皇
相
承
継
之
述
之
祭
政
一
致
億
兆
同
心

）
20
（

…
」

と
し
、

　

⑮
『
大
教
要
旨
』
（
明
治
四
年
七
月
）
で
は
、

　

「
…
神
武
天
皇
鴻
業
ヲ
創
造
シ
玉
ヒ　

崇
神
天
皇
四
方
ヲ
経
営
シ
玉
フ　

御
偉
績
ニ
基
カ
セ
ラ
レ
時
ニ
因
リ
テ
宜
ヲ
制
シ
大
ニ

変
革
更
張
被
遊
候
処
大
教
ノ
未
浹
治
ナ
ラ
サ
ル
ヨ
リ
民
心
一
ツ
ナ
ラ
ス

）
21
（

…
」

と
あ
る
。
皇
室
祭
祀
に
あ
っ
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
信
仰
と
神
武
創
業
の
二
本
立
て
の
方
向
が
お
ぽ
ろ
げ
な
が
ら
も
見
え
は
じ
め
て
き
た
。

　

ち
な
み
に
、
岩
倉
具
視
は
『
国
事
意
見
書
』
（
明
治
二
年
）
に
あ
っ
て
、

　

　

「
一
、
政
体
ノ
事

　

万
世
一
系
ノ
天
子
上
ニ
在
テ
、
皇
別
、
神
別
、
蕃
別
ノ
諸
臣
下
ニ
在
リ
、
君
臣
ノ
道
、
上
下
ノ
分
既
ニ
定
テ
万
古
不
易
ナ
ル
ハ
、

我
ガ
建
国
ノ
体
ナ
リ

）
22
（

。
」
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と
論
じ
て
お
り
、
天
皇
を
頂
点
と
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
樹
立
を
提
言
し
て
い
る
。

　

⑯
大
嘗
祭
「
告
諭
」
（
明
治
四
年
三
月
）
で
は
、

　

「
大
嘗
祭
ノ
儀
ハ
、
天
孫
瓊
々
杵
尊
降
臨
ノ
時
、
天
祖
天
照
大
御
神
詔
シ
テ
豊
葦
原
瑞
穂
国
ハ
吾
御
子
ノ
所
知
国
ト
封
ジ
玉
ヒ
、

及
斎
庭
ノ
穂
ヲ
授
ケ
玉
ヒ
シ
ヨ
リ
、
天
祖
日
向
高
千
穂
宮
ニ
天
降
マ
シ
々
々
、
始
テ
其
稲
種
ヲ
播
テ
新
殻
ヲ
聞
食
ス
。
是
レ
大
嘗
・

新
嘗
ノ
起
源
也

）
23
（

。
…
」

と
あ
り
、
大
嘗
の
祭
神
が
ア
マ
テ
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

　

⑰
「
奥
羽
人
民
告
諭
」
（
明
治
二
年
）
で
は
、

　

「
天
子
様
ハ
、
天
照
皇
大
神
宮
様
ノ
御
子
孫
様
ニ
テ
、
此
世
ノ
始
ヨ
リ
日
本
ノ
主
ニ
マ
シ
マ
シ
、
神
様
ノ
御
位
正
一
位
ナ
ド
国
々

ニ
ア
ル
モ
、
ミ
ナ
天
子
様
ヨ
リ
御
ユ
ル
シ
被
遊
候
ワ
ケ
ニ
テ
、
誠
ニ
神
サ
マ
ヨ
リ
尊
ク

）
24
（

…
」

と
し
、
天
皇
は
ア
マ
テ
ラ
ス
の
末
裔
で
あ
る
こ
と
を
周
知
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
明
治
維
新
に
あ
っ
て
は
国
学
者
た
ち
が
理
論
的
支
柱
に
な
っ
て
い
た
。
維
新
後
は
、
国
学
者
た
ち
は
神
祇
官
に
ポ
ジ
シ
ョ

ン
を
求
め
た
。
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⑱
大
国
隆
正
は
「
神
祇
官
本
儀
」
（
慶
応
三
年
）
に
あ
っ
て
、

　

「
朝
廷
に
て
天
神
を
ま
つ
り
た
ま
へ
る
こ
と
は
神
武
天
皇
に
お
こ
り
、
地
祇
を
ま
つ
り
た
ま
ふ
こ
と
は
崇
神
天
皇
に
は
じ
ま
れ

り
）
25
（

。
」

　

「
神
は
天
神
な
り
、
祇
は
地
神
な
り
。
天
神
多
く
お
は
し
ま
せ
ど
天
照
大
神
・
高
木
神
を
も
て
主
と
す
。
地
祇
さ
ま
ざ
ま
な
れ

ど
大
物
主
神
を
も
て
む
ね
と
す

）
26
（

。
」

と
論
じ
て
い
た
。

　

⑲
「
神
祇
官
意
見
」
（
明
治
二
年
頃
？
）
に
あ
っ
て
は
、

　

「
天
皇
ノ
大
本
タ
ル
皇
天
二
祖
ヲ
始
奉
リ
、
天
神
地
祇
ヲ
尊
崇
シ
、
官
中
所
祭
ノ
八
神
、
又
諸
国
奉
幣
祭
祀
ノ
大
典
ヲ
司
リ
、

又
列
聖
ノ
御
霊
ヲ
祭
祀
シ
奉
リ
、
本
ニ
篤
ク
シ
給
フ

）
27
（

…
」

と
あ
り
、
皇
天
二
祖
と
は
、
高
御
産
日
神
と
天
照
大
御
神
を
意
味
し
た
。

　

⑳
三
条
実
美
の
「
神
鏡
奉
遷
・
教
部
省
設
置
に
つ
き
左
院
建
議
」
（
明
治
四
年
）
に
あ
っ
て
は
、

　

「
恭
し
く
惟
る
に　

天
御
中
主
神
は
開
元
造
化
の
主
神
に
し
て　

天
照
大
神
は
我　

皇
上
の
祖
神
、
爾
来
数
千
百
年　

皇
統
連
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綿
絶
へ
ず
し
て
今
日
に
至
る
は
、
是
我
国
之
万
邦
に
卓
絶
す
る
所
な
り
。
…
」

　

「
天
照
大
神
の
威
霊
万
世
に
亘
つ
て
衰
へ
ず
、
加
之　

皇
上
親
し
く
忠
孝
の
大
道
に
基
き
、
祖
宗
の
神
徳
を
継
承
し
給
ふ
の
然

ら
し
む
る
所
な
り
。
」

　

「
天
照
大
神
の
神
殿
を
禁
城
の
中
央
に
造
立
し
、
国
家
の
大
事
は
神
前
に
於
て
議
定
す
べ
き
事
」

　

「
天
御
中
主
神
を
以
て
開
元
造
化
の
主
神
と
し
て
、
天
照
大
神
を
以
て
皇
上
万
世
の
元
祖
と
仰
ぎ
奉
る
べ
き
事

）
28
（

」

な
ど
と
し
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
祭
神
論
争
で
、
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト
が
排
斥
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ

ミ
コ
ト
の
存
在
も
薄
ら
い
で
い
く
点
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
皇
室
神
道
は
皇
祖
祭
祀
と
皇
霊
祭
祀
の
二
段
構
え
で
構
成
さ
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
。

　

（二）
自
由
民
権

　

前
期
明
治
国
家
に
あ
っ
て
、
自
由
民
権
運
動
の
高
ま
り
は
帝
国
憲
法
の
制
定
や
帝
国
議
会
の
開
設
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
私
擬
憲
法

案
に
あ
っ
て
も
、
天
皇
、
皇
位
、
ア
マ
テ
ラ
ス
、
神
武
天
皇
な
ど
に
か
ん
し
て
自
由
闊
達
な
議
論
が
み
ら
れ
た
。
憲
法
案
の
い
く
つ
か

に
目
を
と
お
し
て
み
た
い
。

　

① 

「
嚶
鳴
社
憲
法
草
案
」
（
明
治
一
二
年
か
一
三
年
）

「
第
一
条　

日
本
国
ノ
帝
位
ハ
、
神
武
天
皇
ノ
正
統
タ
ル
今
上
皇
帝
陛
下
ノ
皇
裔
ニ
世
伝
ス

）
29
（

。
」
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② 
「
憲
法
草
稿
評
林
」
（
明
治
一
三－

一
四
年　

小
田
為
綱
ほ
か
）

「
第
一
条　

万
世
一
系
ノ
皇
統
ハ
日
本
国
ニ
テ
君
臨
ス
。

　

○
万
世
一
系
ノ
皇
統
ハ
、
日
本
人
民
ニ
シ
テ
誰
カ
冀
望
セ
ザ
ル
モ
ノ
ア
ラ
ン
ヤ

）
30
（

…
」

「
第
二
章　

帝
位
継
承

○
帝
位
継
承
ノ
法
則
タ
ル
ヤ
、
我
国
ニ
於
テ
ハ
最
モ
注
意
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
天
照
大
神
ヨ
リ
神
孫
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
帝
位
ヲ
践

ム
コ
ト
ヲ
得
ザ
ル
ト
ノ
遺
詔
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
我
日
本
皇
帝
ノ
大
位
ハ
終
ニ
覬
覦
ス
ル
モ
ノ
ナ
シ

）
31
（

」

　

③ 

「
大
日
本
国
憲
法
」
（
明
治
一
三
年
沢
辺
正
彦
修
ほ
か
）

 

「
第
一
条　

大
日
本
ハ
、
立
憲
君
主
政
体
ニ
シ
テ
天
照
大
御
神
ノ
皇
統
ノ
知
シ
召
ス
国
ナ
リ
。
皇
統
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
天
ツ
日
嗣
ヲ

継
セ
給
フ
可
カ
ラ
ズ
。

第
二
条　

天
皇
ハ
、
神
種
ナ
レ
バ
侵
ス
ベ
カ
ラ
ズ

）
32
（

」

　

④ 

「
大
日
本
帝
国
憲
法
概
略
見
込
書
」
（
明
治
一
三
年　

筑
前
共
愛
会
）

 

「
第
一
条　

大
日
本
ノ
国
体
ハ
皇
太
神
ノ
神
孫
タ
ル
無
姓
ノ
皇
統
即
チ
今
上
○
○
皇
帝
ノ
系
統
ヲ
推
尊
シ
万
世
不
易
ニ
皇
位
ヲ

伝
ヘ

）
33
（

…
」
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⑤ 

「
国
憲
意
見
」
（
明
治
一
四
年　

福
地
源
一
郎
）

「
第
一
章　

帝
位

皇
統
ハ
神
種
ナ
リ
我
日
本
国
ノ
帝
位
ハ
天
照
大
御
神
ノ
御
子
孫
ノ
ミ
天
日
嗣
ニ
立
セ
給
フ
ベ
キ
事

）
34
（

」

　

⑥ 

「
日
本
帝
国
憲
法
」
（
明
治
一
四
年
五
日
市
憲
法
草
案
）

「
第
一
章　

帝
位
相
続

（
一
）
日
本
国
ノ
帝
位
ハ
神
武
帝
ノ
正
統
タ
ル
今
上
帝
ノ
子
裔
ニ
世
伝
ス

）
35
（

。
」

　

⑦ 

「
私
擬
憲
法
案
註
解
」
（
明
治
一
四
年
伊
藤
欽
亮
）

 

「
恭
ク
惟
フ
ニ
、
神
武
帝
ノ
王
業
ヲ
基
ヒ
シ
給
ヒ
シ
ヨ
リ
今
ニ
至
リ
二
千
有
余
年
、
一
系
ノ
天
子
国
民
統
御
シ
給
ヒ
、
累
集
積
徳

以
テ
今
日
ニ
至
ル

）
36
（

。
」

　

⑧ 

「
国
憲
私
考
」
（
明
治
一
四
年　

兵
庫
国
憲
講
習
会
）

 

「
第
一
条　

日
本
国
ノ
帝
位
ハ
神
武
天
皇
ノ
正
統
タ
ル
今
上
皇
帝
ノ
皇
裔
ニ
世
伝
ス

）
37
（

」

　

⑨ 

「
私
草
憲
法
」
（
明
治
一
四
年
永
田
一
ニ
）

 

「
第
十
条　

今
上
皇
帝
ノ
皇
裔
ヲ
帝
位
継
承
ノ
正
統
ト
ス
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今
上
皇
帝
ハ
天
照
大
神
ノ
御
血
統
ニ
シ
テ
即
チ
帝
位
ノ
正
統
ニ
渉
ラ
セ
給
フ
ガ
故
ニ
其
御
子
孫
ヲ
以
テ
帝
位
継
承
ノ
正
統
ト
為
シ

奉
ル
ハ
至
当
ノ
御
事
ト
思
惟
シ
奉
ル
ナ
リ

）
38
（

」

　

⑩ 

「
憲
法
私
案
」
（
明
治
一
六
年　

小
野
梓
）

 

「
第
四
条　

大
日
本
国
ノ
皇
位
ハ
必
ス
神
武
天
皇
ノ
御
胤
ヲ
立
テ
御
胤
ニ
非
ラ
サ
レ
ハ
之
ニ
当
ル
ヲ
得
ス

）
39
（

」

　

こ
の
よ
う
に
、
私
擬
憲
法
案
に
は
、
皇
位
や
日
本
国
の
正
統
性
の
淵
源
を
天
照
大
御
神
に
求
め
る
も
の
と
神
武
天
皇
を
皇
室
の
祖
先

と
し
て
重
要
視
す
る
も
の
と
の
二
系
列
が
あ
っ
た
。
憲
法
の
基
本
方
針
（
＝
岩
倉
大
綱
領
）
が
明
確
化
さ
れ
る
以
前
で
あ
る
し
、
神
祇

関
係
の
制
度
化
、
皇
室
祭
祀
の
形
成
途
上
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
私
擬
憲
法
案
に
あ
っ
て
も
皇
祖
＝
皇
宗
の
位
置
付
け
に
違
い
が
み

ら
れ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
「
創
ら
れ
た
伝
統
」
を
模
索
す
る
活
発
な
動
き
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
政
府
関
係
者
の
憲
法
案
で
は
、

　

⑪ 

「
日
本
国
憲
按
第
一
次
案
」
（
明
治
九
年　

元
老
院
）

 

「
第
一
章　

皇
帝

第
一
条　

日
本
帝
国
ハ
万
世
一
系
ノ
皇
統
ヲ
以
テ
之
ヲ
治
ム

第
二
章　

皇
位
継
承

第
一
条　

現
今
統
御
ス
ル
皇
帝
ノ
子
孫
タ
ル
可
キ
者
ヲ
以
テ
帝
位
継
承
ノ
正
統
ノ
裔
ト
シ
テ
帝
位
ヲ
世
伝
ス

）
40
（

」
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⑫ 
「
国
憲
大
綱
」
（
明
治
一
三
年　

元
田
永
孚
）

 

「
一　

大
日
本
国
ハ
天
孫
一
系
ノ
皇
統
万
世
ニ
君
臨
ス

）
41
（

」

　

⑬ 

「
憲
法
草
案
」
（
明
治
一
四
年　

山
田
顕
義
）

 

「
天
ノ
保
佑
ヲ
得
祖
宗
ノ
遺
詔
ヲ
承
ケ
以
テ
万
世
一
系
ノ
帝
祚
ヲ
践
メ
ル
大
日
本
国
天
皇

）
42
（

　

…
」

　

⑭ 

「
憲
法
草
案
」
（
明
治
一
五
年　

井
上
毅
）

 

「
天
ノ
明
命
ヲ
承
ケ
万
世
一
系
ノ
帝
位
ヲ
践
ミ
…
」

 

「
第
二
十
二
条　

日
本
国
ハ
万
世
一
系
ノ
皇
統
ヲ
以
テ
之
ヲ
治
ム

）
43
（

…
」　

な
ど
が
注
目
で
き
よ
う
。

　

著
者
は
、
中
央
政
府
は
皇
位
の
正
統
性
淵
源
を
包
摂
化
（
天
照
大
御
神
と
神
武
天
皇
と
の
合
祀
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
民
権
側
の
動
き

を
牽
制
し
た
、
と
考
え
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
大
日
本
帝
国
憲
法
は
欽
定
憲
法
と
し
て
公
布
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

　

⑮
井
上
毅
「
欽
定
憲
法
考
」
（
明
治
一
四
年
）
論
が
あ
る
。
井
上
は
、
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「
往
時
我
国
ニ
テ
聖
徳
太
子
ノ
制
定
セ
ラ
レ
タ
ル
憲
法
ノ
如
キ
ハ
尋
常
法
律
制
度
ノ
類
ニ
シ
テ
今
日
ノ
所
謂
憲
法
ト
日
ヲ
同
ク

シ
テ
語
ル
ヘ
キ
ニ
非
ス
今
日
ノ
所
謂
憲
法
ハ
八
年
ノ　

聖
詔
ニ
立
憲
政
体
ヲ
立
テ
ン
ト
宣
ヘ
ル
憲
法
ナ
リ

　

立
憲
政
体
ノ
憲
法
ヲ
頒
布
ス
ル
ニ
二
様
ノ
異
ナ
ル
ア
リ
一
ハ
国
君
ノ
詔
勅
ノ
体
裁
ヲ
用
ウ
ル
者
一
ハ
立
憲
代
議
士
ノ
名
ヲ
以
テ

公
布
シ
或
ハ
国
君
ト
代
議
士
ト
合
同
シ
テ
公
布
ス
ル
者
ア
リ

）
44
（

」

　

「
欽
定
憲
法
ノ
主
義
ハ
勅
命
ヲ
以
テ
人
民
ニ
権
利
ヲ
授
与
ス
ト
云
ニ
在
リ

）
45
（

」

　

「
立
君
国
ハ
国
約
憲
法
ヲ
用
イ
ズ
必
ず
欽
定
憲
法
ヲ
用
ウ
ベ
シ

）
46
（

」

と
論
じ
て
い
る
。
大
日
本
帝
国
憲
法
を
公
布
す
る
と
は
、
当
時
に
あ
っ
て
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
強
調

し
た
い
の
は
、
い
ま
ま
で
の
国
体
の
確
認
を
大
日
本
帝
国
憲
法
で
お
こ
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
憲
法
は
天
皇

の
発
す
る
「
ノ
リ
」
で
あ
る
。
典
憲
体
制
と
は
、
神
話
に
統
治
の
正
当
性
の
淵
源
を
求
め
、
皇
位
の
継
承
（
＝
万
世
一
系
・
皇
統
）
を

重
視
し
た
。
つ
ま
り
、

御
告
文
（
皇
祖
皇
宗
←
天
皇
）

上
諭
（
皇
祖
・
皇
宗
←
天
皇
→
臣
民
）

勅
語
（
天
皇
→
臣
民
）

と
い
う
関
係
性
を
背
景
と
し
て
、
天
皇
か
ら
渙
発
さ
れ
た
「
ノ
リ
」
が
大
日
本
帝
国
憲
法
な
の
で
あ
る
。
典
憲
体
制
は
、
憲
法
を
も
っ

て
し
て
も
皇
位
・
天
皇
・
皇
室
に
関
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
皇
祖
皇
宗
と
同
一
化
す
る
天
皇
が
典
憲
を
制
定
す
る
。
皇
祖

皇
宗
の
意
向
を
受
け
て
天
皇
が
、
公
布
し
た
の
が
大
日
本
帝
国
憲
法
な
の
で
あ
る
。
繰
り
言
に
な
る
が
、
皇
室
祭
祀
の
観
点
に
た
て
ば
、
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大
日
本
帝
国
憲
法
は
天
皇
が
皇
祖
皇
宗
の
天
意
を
う
け
て
制
定
・
公
布
し
た
「
ノ
リ
」
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
帝
国
憲
法
は
、
古
来
よ

り
今
日
に
ま
で
つ
づ
く
国
体
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
だ
、
立
憲
主
義
の
体
裁
を
と
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
根
本
は
「
ノ

リ
」
で
あ
る
こ
と
に
な
ん
ら
変
わ
り
は
な
い
。

　

ま
た
、
統
治
構
造
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
明
治
維
新
は
、
徳
川
宗
家
の
「
神
祖
」
か
ら
天
皇
家
の
「
祖
神
」
へ
の
大
転
換
を
う
な
が

し
た
。
そ
れ
は
、
幕
末
期
に
、
朝
廷
権
威
の
回
復
、
東
照
神
君
の
権
威
の
喪
失
、
そ
れ
に
か
わ
る
べ
き
神
武
天
皇
祭
典
の
創
出
が
こ
こ

ろ
み
ら
れ
た
。
「
創
ら
れ
た
伝
統
」
の
原
点
が
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

宗
教
学
（
神
道
学
）
の
観
点
か
ら
、
武
田
秀
章
は
、

　

「
伝
統
的
な
神
宮
の
『
皇
祖
神
』
祭
典
と
、
新
に
成
立
し
た
神
武
天
皇
の
『
皇
宗
』
祭
典
が
、
現
身
の
孝
明
天
皇
を
中
心
に
、
有
機

的
な
連
関
を
形
成
し
は
じ
め
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
天
皇
統
治
の
最
高
規
範
を
具
象
化
す
る
『
皇
祖
皇
宗
』
結
合
の
形
成
に

ほ
か
な
ら
な
い

）
47
（

。
」

と
し
、
さ
ら
に
つ
づ
け
て
、

　

「
大
和
・
伊
勢
に
行
幸
、
神
武
天
皇
陵
・
神
宮
を
親
拝
し
て
国
家
統
治
の
究
極
的
正
統
性
を
体
現
し
た
天
皇
が
、
天
照
大
神
の
遺
訓

と
神
武
天
皇
の
創
業
を
規
範
と
し
つ
つ
『
親
征
』
に
出
発
、
旧
体
制
の
変
革
と
新
国
家
の
建
設
（
創
業
）
に
向
け
て
群
臣
を
導
い
て
ゆ

く
と
い
う
急
進
的
な
変
革
構
想
で
あ
る

）
48
（

。
」
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
皇
祖
＝
皇
宗
の
威
霊
を
受
け
た
天
皇
こ
そ
が
正
当
な
皇
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位
継
承
者
で
あ
る
点
、
さ
ら
に
、
皇
位
に
あ
る
今
上
天
皇
が
統
治
権
者
と
し
て
正
当
性
を
担
保
し
て
い
る
点
が
明
確
化
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
「
教
育
勅
語
」
に
お
け
る
皇
祖
皇
宗
に
つ
い
て
、
井
上
毅
は
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

「
肇
国
天
皇
ト
称
ヘ
奉
ル
ハ
神
武
天
皇
ナ
リ
、
又
崇
神
天
皇
ノ
詔
ニ
皇
祖
ト
ア
ル
ハ
即
チ
神
武
天
皇
ヲ
尊
称
シ
タ
マ
ヘ
ル
ナ
リ
、

故
ニ
皇
統
ノ
綿
系
ヲ
論
ズ
ル
ト
キ
ハ
天
照
大
神
ヲ
皇
祖
ト
ス
ベ
キ
モ
、
肇
国
ノ
基
始
ヲ
叙
ル
ニ
ハ
、
皇
祖
ト
ハ
神
武
天
皇
ヲ
称
ヘ
、

皇
宗
ト
ハ
歴
代
ノ
帝
王
ヲ
称
ヘ
奉
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
解
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ス
、
古
典
ニ
拠
レ
バ
天
照
大
神
ハ
『
天
シ
ラ
ス
神
』
ニ
シ

テ
『
国
シ
ラ
ス
神
』
ニ
ハ
非
ズ

）
49
（

」

　

明
治
維
新
と
そ
れ
に
つ
づ
く
明
治
国
家
の
成
立
に
あ
っ
て
、
神
武
創
業
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
く
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
井
上
の
い
う
よ
う

に
皇
祖
＝
神
武
天
皇
、
皇
宗
＝
歴
代
天
皇
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
幕
末
期
か
ら
の
皇
霊
祭
祀
の
流
れ
と
し
て
、
皇
祖
＝
天
照
大
御

神
、
皇
宗
＝
神
武
天
皇
、
皇
考
＝
孝
明
天
皇
と
考
え
た
ほ
う
が
ス
ッ
キ
リ
す
る
。

　

結
論
を
述
べ
て
お
こ
う
。

　

第
一
。
皇
位
は
、
天
皇
の
玉
体
に
皇
霊
が
宿
る
状
態
。

　

第
二
。
皇
位
に
あ
る
者
＝
天
皇
は
、
皇
祖
・
皇
宗
と
一
系
で
連
な
っ
て
い
る
（
＝
皇
統
）
。

　

第
三
。
ア
マ
テ
ラ
ス
信
仰
と
神
武
信
仰
の
二
系
譜
が
、＜

皇
祖
＝
皇
宗＞

に
あ
っ
て
一
元
が
さ
れ
た
。

　

第
四
。＜

皇
祖
＝
皇
宗
＝
皇
考＞

⇔

天
皇
間
に
あ
っ
て
、
マ
ツ
ロ
ウ
論
理
が
み
ら
れ
る
。

　

第
五
。
神
話
の
世
界
が
現
実
の
国
家
統
治
の
淵
源
と
し
て
措
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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祭
祀
大
権
と
統
治
大
権
を
保
持
す
る
天
皇
親
政
は
、
皇
室
典
範
＝
大
日
本
帝
国
憲
法
に
よ
り
磐
石
な
も
の
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
典

憲
体
制
の
公
的
注
釈
書
と
い
え
る
『
憲
法
義
解
』
が
憲
法
の
運
用
や
憲
法
学
の
解
釈
に
影
響
を
あ
た
え
て
い
く
。

　

（三）
『
憲
法
義
解
』

　

引
き
続
き
『
憲
法
義
解
』
な
ら
び
に
『
皇
室
典
範
義
解
』
に
お
け
る
条
文
と
逐
条
解
説
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。
と
く
に
、
天
皇
、
大
権
、

に
関
し
て
で
あ
る
。

　

○
「
第
一
条　

大
日
本
帝
国
ハ
万
世
一
系
ノ
天
皇
之
を
統
治
ス
」

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
天
皇
の
統
治
権
の
由
縁
を
明
確
化
し
た
条
文
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
『
義
解
』
で
は
、

　

「
神
祖
開
国
以
来
、
時
に
盛
衰
あ
り
と
雖
、
世
に
治
乱
あ
り
と
雖
、
皇
統
一
系
宝
祚
の
隆
は
天
地
と
与
に
窮
な
し
。
本
条
首
め

に
立
国
の
大
義
を
掲
げ
、
我
が
日
本
帝
国
は
一
系
の
皇
統
と
相
依
て
終
始
し
、
古
今
永
遠
に
亙
り
、
一
あ
り
て
二
な
く
、
常
あ
り

て
変
な
き
こ
と
を
示
し
、
以
て
君
民
の
関
係
を
万
世
に
昭
か
に
す
。

　

統
治
は
大
位
に
居
り
、
大
権
を
統
べ
て
国
土
及
臣
民
を
治
む
る
な
り
。
古
典
に
天
祖
の
勅
を
挙
げ
て
『
瑞
穂
国
是
吾
子
孫
王
之

地
宜
爾
皇
孫
就
而
治
焉
』
と
云
へ
り
。
又
神
祖
を
称
へ
た
て
ま
つ
り
て
『
始
御
国
天
皇
』
と
謂
へ
り
。
日
本
武
尊
の
言
に
、
『
吾

者
纏
向
の
日
代
宮
に
坐
シ
て
大
八
島
国
知
ら
し
め
す
大
帯
日
子
淤
斯
呂
和
気
天
皇
の
御
子
』と
あ
り
。
文
武
天
皇
即
位
の
詔
に
、『
天

皇
か
御
子
の
あ
れ
ま
さ
む
弥
継
継
に
大
八
島
国
知
ら
さ
む
次
』
と
の
た
ま
ひ
、
又
「
天
下
を
調
へ
た
ま
ひ
平
け
た
ま
ひ
公
民
を
恵

み
た
ま
ひ
撫
で
た
ま
は
む
」と
の
た
ま
へ
り
。
世
々
の
天
皇
皆
此
の
義
を
以
て
伝
国
の
大
訓
と
し
た
ま
は
ざ
る
は
な
く
、
其
の
後
「
御
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大
八
州
天
皇
」
と
謂
ふ
を
以
て
詔
書
の
例
式
と
は
な
さ
れ
た
り
。
所
謂
「
し
ら
す
」
と
は
即
ち
統
治
の
義
に
外
な
ら
ず
。
蓋
祖
宗

の
天
職
を
重
ん
じ
、
君
主
の
徳
は
八
州
臣
民
を
統
治
す
る
に
在
て
一
人
一
家
に
享
奉
す
る
の
私
事
に
非
ざ
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
り
。

此
れ
乃
憲
法
の
拠
て
以
て
其
の
基
礎
と
為
す
所
な
り

）
50
（

。
」

と
解
説
し
て
い
る
。
天
皇
の
統
治
大
権
は
天
祖
、
神
祖
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
万
世
一
系
こ
そ
が
日
本
の
統
治
の
正
統
性
に

ほ
か
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

○
「
第
二
条　

皇
位
ハ
皇
室
典
範
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
皇
男
子
孫
之
ヲ
継
承
ス
」

　

天
皇
の
位
は
、
帝
国
憲
法
で
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
皇
位
は
、
皇
室
典
範
の
規
定
に
依
拠
す
る
。
皇
室
典
範
の
制
定
は
、
天
皇

の
権
限
に
よ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
帝
国
憲
法
上
の
天
皇
の
統
治
大
権
よ
り
も
上
位
（
法
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
『
義
解
』
で
は
、

　

「
皇
位
の
継
承
は
祖
宗
以
来
既
に
明
訓
あ
り
。
以
て
皇
子
孫
に
伝
へ
、
万
世
易
ふ
る
こ
と
無
し
。
若
夫
継
承
の
順
序
に
至
て
は
、

新
に
勅
定
す
る
所
の
皇
室
典
範
に
於
て
之
を
詳
明
に
し
、
以
て
皇
室
の
家
法
と
し
、
更
に
憲
法
の
条
章
に
之
を
掲
ぐ
る
こ
と
を
用

い
ざ
る
は
、
将
来
に
臣
民
の
干
渉
を
容
れ
ざ
る
こ
と
を
示
す
な
り

）
51
（

。
」

　

「
皇
男
子
孫
と
は
祖
宗
の
皇
統
に
於
れ
る
男
系
の
男
子
を
謂
ふ

）
52
（

。
」

な
ど
と
記
述
し
て
い
る
。
皇
位
は
男
系
で
あ
る
こ
と
が
、
最
大
の
要
件
で
あ
る
。

　

○
「
第
三
条　

天
皇
ハ
神
聖
ニ
シ
テ
侵
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」
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天
皇
の
地
位
は
、
神
聖
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
宗
教
的
で
あ
る
と
と
も
に
法
的
で
あ
る
。
こ
こ
ら
あ
た
り
の
説
明
と
し
て
、『
義
解
』

で
は
、

　

「
天
地
剖
判
し
て
神
聖
位
を
正
す
。
蓋
天
皇
は
天
縦
惟
神
至
聖
に
し
て
臣
民
群
類
の
表
に
在
り
。
欽
仰
す
べ
く
し
て
干
犯
す
べ

か
ら
ず
。
故
に
君
主
は
固
よ
り
法
律
を
敬
重
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
而
し
て
法
律
は
君
主
を
責
問
す
る
の
力
を
有
せ
ず
。
独
不
敬
を

以
て
其
の
身
体
を
干
瀆
す
べ
か
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
併
せ
て
指
斥
言
議
の
外
に
在
る
者
と
す

）
53
（

。
」

と
説
明
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。

　

○
「
第
四
条　

天
皇
ハ
国
ノ
元
首
ニ
シ
テ
統
治
権
ヲ
総
攬
シ
此
ノ
憲
法
ノ
条
規
ニ
依
リ
テ
之
ヲ
行
フ
」　

天
皇
は
元
首
で
あ
り
、
統

治
権
を
有
し
、
憲
法
を
遵
守
す
る
。
法
治
国
家
の
大
原
則
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
天
に
つ
い
て
『
義
解
』
は
、

　

「
統
治
の
大
権
は
天
皇
之
を
祖
宗
に
承
け
、
之
を
子
孫
に
伝
ふ
。
立
法
・
行
政
百
揆
の
事
、
凡
そ
以
て
国
家
に
臨
御
し
、
臣
民

を
＊
撫
す
る
所
の
者
、
一
に
皆
之
を
至
尊
に
総
べ
て
其
の
綱
領
を
攬
ら
ざ
る
こ
と
な
き

）
54
（

」

　

「
憲
法
を
親
裁
し
て
以
て
君
民
倶
に
守
る
の
大
典
と
し
、
其
の
条
規
に
遵
由
し
て
遵
ら
ず
遺
れ
ざ
る
の
盛
意
を
明
か
に
し
た
ま

ふ
は
、
即
ち
、
自
ら
天
職
を
重
ん
じ
て
世
運
と
倶
に
永
遠
の
規
模
を
大
成
す
る
者
な
り
。
蓋
統
治
権
を
総
攬
す
る
は
主
権
の
体
な

り
。
憲
法
の
条
規
に
依
り
之
を
行
ふ
は
主
権
の
用
な
り
。
体
有
り
て
用
無
け
れ
ば
之
を
専
制
に
失
ふ
。
用
有
り
て
体
無
け
れ
ば
之

を
散
漫
に
失
ふ

）
55
（

。
」
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「
国
家
の
大
権
大
別
し
て
二
と
な
す
。
曰
、
立
法
権
・
行
政
権
。
而
し
て
司
法
の
権
は
実
に
行
政
権
の
支
派
た
り
。
三
権
各
々

其
の
機
関
の
輔
翼
に
依
り
之
を
行
ふ
こ
と
一
に
皆
元
首
に
淵
源
す
。
蓋
国
家
の
大
権
は
之
を
国
家
の
覚
性
た
る
元
首
に
総
べ
さ
れ

ば
、
以
て
其
の
生
機
を
有
つ
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
憲
法
は
即
ち
国
家
の
各
部
機
関
に
向
て
適
当
な
る
定
分
を
与
へ
、
其
の
経
絡

機
能
を
有
た
し
む
る
者
に
し
て
、
君
主
は
憲
法
の
条
規
に
依
り
て
其
の
天
職
を
行
ふ
者
な
り

）
56
（

。
」

な
ど
と
解
説
し
て
い
る
。
憲
法
上
の
天
皇
の
地
位
な
ら
び
に
権
能
に
関
し
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
の
が
、
特
徴
的
で
あ
る
。

　

○
「
第
八
条　

天
皇
ハ
公
共
ノ
安
全
ヲ
保
持
シ
又
ハ
其
ノ
災
厄
ヲ
避
ク
ル
為
緊
急
ノ
必
要
ニ
由
リ
帝
国
議
会
閉
会
ノ
場
合
ニ
於
テ
法

律
ニ
代
ル
ヘ
キ
勅
令
ヲ
発
ス

　

此
ノ
勅
令
ハ
次
ノ
会
期
ニ
於
テ
帝
国
議
会
ニ
提
出
ス
ヘ
シ
若
議
会
ニ
於
テ
承
諾
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
政
府
ハ
将
来
ニ
向
テ
其
ノ
効
力

ヲ
失
フ
コ
ト
ヲ
公
布
ス
ヘ
シ
」

　

天
皇
が
統
治
大
権
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
い
く
つ
か
の
緊
急
大
権
を
行
使
て
ぎ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
代
表
的
な
の
が
、

緊
急
勅
令
で
あ
る
。
『
義
解
』
で
は
、

　

「
国
家
一
旦
急
迫
の
事
あ
る
に
臨
み
、
又
は
国
民
凶
荒
癘
疫
及
其
の
他
の
災
害
あ
る
に
当
て
、
公
共
の
安
全
を
保
ち
、
其
の
災

厄
予
防
救
済
す
る
為
に
、
力
の
及
ぶ
所
を
極
め
て
必
要
の
処
分
を
施
さ
ざ
る
こ
と
を
得
ず
。
此
の
時
に
於
て
議
会
偶
々
開
会
の
期



天
皇
制
論
を
読
み
直
す
(四)
（
大
塚
）

二
九

160

に
在
ら
ざ
る
に
当
て
は
、
政
府
は
進
で
其
の
責
を
執
り
、
勅
令
を
発
し
て
法
律
に
代
へ
、
遺
計
無
ら
し
む
る
は
国
家
自
衛
及
保
護

の
道
に
於
て
固
よ
り
巳
む
を
得
ざ
る
に
出
る
者
な
り

）
57
（

。
」

　

「
本
条
に
勅
令
を
以
て
法
律
に
代
ふ
る
こ
と
を
許
す
は
、
緊
急
時
機
の
為
に
除
外
例
を
示
す
な
り
。
是
を
緊
急
命
令
の
権
と
す
。

抑
々
緊
急
命
令
の
権
は
憲
法
の
許
す
所
に
し
て
又
憲
法
の
尤
も
濫
用
を
戒
む
る
所
な
り
。
憲
法
は
公
共
の
安
全
を
保
持
し
又
は
災

厄
を
避
く
る
為
の
緊
急
な
る
必
要
に
限
り
、
此
の
特
権
を
用
い
る
こ
と
を
許
し
、
而
し
て
利
益
を
保
護
し
幸
福
を
増
進
す
る
の
通

常
の
理
由
に
因
り
之
を
濫
用
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
。
…
若
政
府
に
し
て
此
の
特
権
に
託
し
、
容
易
に
議
会
の
公
議
を
回
避
す
る
の

方
便
と
な
し
、
又
以
て
容
易
に
規
定
の
法
律
を
破
壊
す
る
に
至
る
こ
と
あ
ら
ば
、
憲
法
の
条
規
は
亦
空
文
に
帰
し
、
一
も
臣
民
の

為
に
保
障
を
為
す
こ
と
能
は
ざ
ら
む
と
す
。
故
に
本
条
は
又
議
会
を
以
て
此
の
特
権
の
監
督
者
た
ら
し
め
、
緊
急
命
令
を
事
後
に

検
査
し
て
之
を
承
認
せ
し
む
べ
き
こ
と
を
定
め
た
り

）
58
（

。
」

と
の
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　

○
「
第
九
条　

天
皇
ハ
法
律
ヲ
執
行
ス
ル
為
ニ
又
ハ
公
共
ノ
安
寧
秩
序
ヲ
保
持
シ
及
臣
民
ノ
幸
福
ヲ
増
進
ス
ル
為
ニ
必
要
ナ
ル
命
令

ヲ
発
シ
又
ハ
発
セ
シ
ム
但
シ
命
令
ヲ
以
テ
法
律
ヲ
変
更
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」　

い
わ
ゆ
る
執
行
命
令
に
関
し
て
の
規
定
で
あ
る
。『
義
解
』

で
は
、

　

「
本
条
は
行
政
命
令
の
大
権
を
掲
ぐ
る
な
り
。
蓋
法
律
は
必
議
会
の
協
賛
を
経
、
而
し
て
命
令
は
専
ら
天
皇
の
裁
定
に
出
づ
。

命
令
の
由
て
発
す
る
所
の
目
的
二
あ
り
。
一
に
曰
。
法
律
を
執
行
す
る
為
の
処
分
並
詳
節
を
規
定
す
。
二
に
曰
。
公
共
の
安
寧
秩
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序
を
保
持
し
及
臣
民
の
幸
福
を
増
進
す
る
為
の
必
要
に
於
て
す
。
此
れ
皆
至
尊
行
政
の
大
権
に
依
り
、
立
法
の
軌
轍
に
由
ら
ず
し

て
一
般
遵
由
の
条
規
を
設
く
る
こ
と
を
得
る
者
な
り

）
59
（

。
」

　

「
命
令
は
均
く
至
尊
の
大
権
に
由
る
。
而
し
て
其
の
勅
裁
に
出
て
親
署
を
経
る
者
之
を
勅
令
と
す
。
其
の
他
閣
省
の
命
令
は
皆

天
皇
大
権
の
委
任
に
由
る
。
本
条
に
命
令
を
発
し
又
は
発
せ
し
む
と
謂
へ
る
は
、
此
の
両
般
の
命
令
を
兼
ね
て
之
を
指
言
す
る
な

り
）
60
（

。
」

　

「
本
条
に
掲
ぐ
る
行
政
命
令
は
以
て
法
律
の
範
囲
の
内
に
処
分
し
、
又
は
法
律
の
曠
闕
を
補
充
す
る
こ
と
を
得
る
も
、
法
律
を

変
更
し
、
及
憲
法
に
特
に
掲
げ
て
法
律
を
要
す
る
所
の
事
件
を
規
定
す
る
こ
と
を
得
ず
。
行
政
命
令
は
常
に
用
い
る
所
に
し
て
、

緊
急
命
令
は
変
に
処
す
る
所
な
り

）
61
（

。
」

と
の
叙
述
が
み
ら
れ
る
。

　

○
「
第
十
四
条　

天
皇
ハ
戒
厳
ヲ
宣
告
ス　

　
　
　
　
　
　
　
　

戒
厳
ノ
要
件
及
効
力
ハ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
」

　

戒
厳
大
権
に
つ
い
て
の
条
文
で
あ
る
。
戒
厳
に
関
し
て
は
、『
戒
厳
令
』
な
ら
び
に
『
枢
密
院
官
制
』
が
関
係
し
て
く
る
が
、『
義
解
』

に
あ
っ
て
は
、

　

「
戒
厳
は
外
敵
内
変
の
時
機
に
臨
み
、
常
法
を
停
止
し
、
司
法
及
行
政
の
一
部
を
挙
げ
て
之
を
軍
事
処
分
に
委
ね
る
者
な
り
。

本
条
は
戒
厳
の
要
件
及
効
力
を
以
て
法
律
の
定
む
る
所
と
し
、
其
の
法
律
の
条
項
に
準
拠
し
て
時
に
臨
て
之
を
宣
告
し
又
は
其
の
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宣
告
を
解
く
は
之
を
至
尊
の
大
権
に
帰
し
た
り
。
要
件
と
は
戒
厳
を
宣
告
す
る
の
時
機
及
区
域
に
於
け
る
必
要
な
る
限
局
及
宣
告

す
る
為
の
必
要
な
る
規
程
を
謂
ふ
。
効
力
と
は
戒
厳
を
宣
告
す
る
の
結
果
に
依
り
権
力
の
及
ぶ
所
の
限
界
を
謂
ふ

）
62
（

。
」

と
解
説
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

○
「
第
二
十
八
条　

日
本
臣
民
ハ
安
寧
秩
序
ヲ
妨
ケ
ス
及
臣
民
タ
ル
ノ
義
務
ニ
背
カ
サ
ル
限
ニ
於
テ
信
教
ノ
自
由
ヲ
有
ス
」

　

天
皇
制
国
家
に
あ
っ
て
は
、
皇
室
祭
祀
が
国
家
宗
教
の
中
核
を
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
は
、
別
に
し
て
信
教
の
自
由
が
憲
法

上
規
定
さ
れ
る
。
『
義
解
』
で
は
、

　

「
異
宗
の
人
を
戮
辱
し
或
は
公
権
私
権
の
享
受
に
向
て
差
別
を
設
く
る
の
陋
習
は
既
に
史
乗
過
去
の
事
と
し
て
…
復
其
の
跡
を

留
め
ざ
る
に
至
れ
り
。
此
れ
乃
ち
信
教
の
自
由
は
之
を
近
世
文
明
の
一
大
美
果
と
し
て
看
る
こ
と
を
得
べ
く
、
而
し
て
人
類
の
尤

至
貴
至
重
な
る
本
心
の
自
由
と
正
理
の
伸
長
は
、
数
百
年
間
沈
倫
茫
昧
の
境
界
を
経
過
し
て
、
纔
に
光
輝
を
発
揚
す
る
の
今
日
に

達
し
た
り

）
63
（

。
」

　

「
本
心
の
自
由
は
人
の
内
部
に
存
す
る
者
に
し
て
、
固
よ
り
国
法
の
干
渉
す
る
区
域
の
外
に
在
り
。
而
し
て
国
教
を
以
て
偏
信

を
強
ふ
る
は
尤
も
人
知
自
然
の
発
達
と
学
術
競
進
の
運
歩
を
障
害
す
る
者
に
し
て

）
64
（

…
」

と
認
定
し
て
い
る
。

　

○
「
第
三
十
一
条　

本
章
ニ
掲
ケ
タ
ル
条
規
ハ
戦
時
又
ハ
国
家
事
変
ノ
場
合
ニ
於
テ
天
皇
大
権
ノ
施
行
ヲ
妨
ク
ル
コ
ト
ナ
シ
」
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非
常
大
権
の
規
定
で
あ
る
。
『
義
解
』
に
あ
っ
て
は
、

　

「
憲
法
に
於
て
臣
民
の
権
利
を
保
明
す
る
者
な
り

）
65
（

。
」

　

「
憲
法
は
猶
非
常
の
変
局
の
為
に
非
常
の
例
外
を
掲
ぐ
る
こ
と
を
怠
ら
ず
。
蓋
し
国
家
の
最
大
目
的
は
其
の
存
立
を
保
持
す
る

に
在
り
。
…
国
権
は
危
難
の
時
機
に
際
し
国
家
及
国
民
を
救
済
し
て
其
の
存
立
を
保
全
す
る
為
に
唯
一
の
必
要
方
法
あ
り
と
認
む

る
と
き
は
、
断
じ
て
法
律
及
臣
民
権
利
の
一
部
を
犠
牲
に
し
て
以
て
其
の
最
大
目
的
を
達
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
此
れ
乃
元
首
の
権

利
な
る
の
み
な
ら
ず
、
亦
其
の
最
大
義
務
た
り

）
66
（

。
」

　

「
各
国
総
て
皆
戦
時
の
為
に
必
要
な
る
処
分
を
施
行
す
る
は
誣
ふ
べ
か
ら
ざ
る
の
事
実
な
れ
ば
な
り
。
但
し
、
常
変
の
際
、
間

に
髪
を
容
る
ゝ
こ
と
能
は
ず
。
夫
の
時
機
の
必
要
に
非
ず
し
て
妄
に
非
常
権
に
推
托
し
以
て
臣
民
の
権
利
を
蹂
躙
す
る
が
如
き
は
、

各
国
憲
法
の
決
し
て
許
さ
ゞ
る
所
な
り
。
蓋
正
条
に
非
常
権
を
掲
げ
及
其
の
要
件
を
示
す
者
は
非
常
の
時
機
の
為
に
憲
法
上
の
空

欠
を
遺
す
こ
と
を
肯
む
ぜ
ざ
る
な
り

）
67
（

。
」

な
ど
の
解
説
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
が
、
非
常
大
権
に
関
し
て
の
理
解
は
憲
法
制
定
時
に
は
さ
ほ
ど
深
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
非
常
大
権

に
つ
い
て
は
、
昭
和
前
期
の
段
階
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
後
述
し
た
い
。

　

○
「
第
七
十
三
条　

将
来
此
ノ
憲
法
ノ
条
項
ヲ
改
正
ス
ル
ノ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
議
案
ヲ
帝
国
議
会
ノ
議
ニ
付
ス
ヘ
シ

　

此
ノ
場
合
ニ
於
テ
両
議
院
ハ
各
々
其
ノ
総
員
三
分
ノ
二
以
上
出
席
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
議
事
ヲ
開
ク
コ
ト
ヲ
得
ス
出
席
議
員
三
分
ノ
二

以
上
ノ
多
数
ヲ
得
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
改
正
ノ
議
決
ヲ
為
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
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憲
法
改
正
条
項
で
あ
る
。
『
義
解
』
で
は
、

　

「
憲
法
は
我
が
天
皇
の
親
し
く
之
を
制
定
し
、
上
祖
宗
に
継
ぎ
、
下
後
世
ニ
遺
し
、
全
国
の
臣
民
及
臣
民
の
子
孫
た
る
者
を
し

て
其
の
条
則
に
遵
由
せ
し
め
、
以
て
不
磨
の
大
典
と
な
す
所
な
り
。
故
に
憲
法
は
紛
更
を
容
せ
ず

）
68
（

。
」

　

「
国
体
の
大
綱
は
万
世
に
亙
り
永
遠
恒
久
に
し
て
移
動
す
べ
か
ら
ず
と
雖
も
、
政
制
の
節
目
は
世
運
と
倶
に
事
宜
を
酌
量
し
て

之
を
変
通
す
る
は
亦
巳
む
べ
か
ら
ざ
る
の
必
要
た
ら
ず
む
ば
あ
ら
ず
。
本
条
は
将
来
に
向
て
此
の
憲
法
の
条
項
を
改
定
す
る
の
事

あ
る
を
禁
ぜ
ず

）
69
（

。
」

　

「
憲
法
は
天
皇
の
独
り
親
ら
定
む
る
所
な
り
。
故
に
改
正
の
権
は
亦
天
皇
に
属
す
べ
け
れ
ば
な
り
。
改
正
の
権
既
に
天
皇
に
属
す
。

而
し
て
仍
之
を
議
会
に
付
す
る
は
何
ぞ
や
。
一
た
び
定
ま
る
の
大
典
は
臣
民
と
倶
に
之
を
守
り
、
王
室
の
専
意
を
以
て
之
を
変
更

す
る
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
な
り

）
70
（

。
」

　

「
議
会
は
議
案
の
外
の
条
項
に
連
及
し
て
議
決
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
べ
き
な
り
。
又
議
案
は
直
接
又
は
間
接
に
憲
法
の
主
義
を

変
更
す
る
の
法
律
を
議
決
し
て
以
て
本
条
の
制
限
を
逃
る
ゝ
こ
と
を
得
ざ
る
べ
き
な
り

）
71
（

。
」

な
ど
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。
憲
法
の
発
議
、
改
正
の
権
限
な
ど
は
す
べ
て
天
皇
の
権
限
に
属
し
て
い
る
。
不
磨
の
大
典
か
ら
し
て
、

当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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（四）
『
皇
室
典
範
義
解
』

　

『
皇
室
典
範
』
の
位
置
付
け
に
関
し
て
は
、
以
下
の
と
お
り
の
注
釈
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。

　

「
祖
宗
国
を
肇
め
、
一
系
相
承
け
、
天
壌
と
与
に
無
窮
に
垂
る
。
此
れ
蓋
言
説
を
仮
ら
す
じ
て
既
に
一
定
の
模
範
あ
り
。
以
て

不
易
の
規
準
た
る
に
因
る
に
非
ざ
る
は
な
し
。
今
人
文
漸
く
進
み
、
遵
由
の
路
必
憲
章
に
依
る
。
而
し
て
皇
室
典
範
の
成
る
は
実

に
祖
宗
の
遺
意
を
明
徴
に
し
て
子
孫
の
為
に
永
遠
の
銘
典
を
胎
す
所
以
な
り
。

　

皇
室
典
範
は
皇
室
自
ら
其
の
家
法
を
条
定
す
る
者
な
り
。
故
に
公
式
に
依
り
之
を
臣
民
に
公
布
す
る
者
に
非
ず
。
而
し
て
将
来

巳
む
を
得
ざ
る
の
必
要
に
由
り
其
の
条
章
を
更
定
す
る
こ
と
あ
る
も
、
亦
帝
国
議
会
の
協
賛
を
経
る
を
要
せ
ざ
る
な
り
。
蓋
皇
室

の
家
法
は
祖
宗
に
承
け
、
子
孫
に
伝
ふ
。
既
に
君
主
の
任
意
に
制
作
す
る
所
に
非
ず
。
又
臣
民
の
敢
て
干
渉
す
る
所
に
非
ざ
る
な

り
）
72
（

。
」

　

典
憲
体
制
に
あ
っ
て
は
、
皇
室
典
範
が
大
日
本
帝
国
憲
法
よ
り
も
上
位
法
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

○
第
一
条
「
大
日
本
国
皇
位
ハ
祖
宗
ノ
皇
統
ニ
シ
テ
男
系
ノ
男
子
之
ヲ
継
承
ス
」

　

皇
位
に
関
し
て
の
規
定
で
あ
る
。
『
皇
室
典
範
義
解
』
で
は
、

　

「
皇
位
の
継
承
は
祖
宗
以
来
既
に
明
訓
あ
り
。
和
気
清
麻
呂
還
奏
の
言
に
曰
、
「
我
国
家
開
闢
以
来
、
君
臣
分
定
＊
、
以
臣
為
君

未
之
有
也
、
天
之
日
嗣
、
必
立
皇
緒
」
と
。
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皇
統
は
男
系
に
限
り
女
系
の
所
出
に
及
ば
ざ
る
は
皇
家
の
成
法
な
り

）
73
（

。
…
」

　

「
祖
宗
の
皇
統
と
は
一
系
の
正
統
を
承
く
る
皇
胤
を
謂
ふ
。
而
し
て
和
気
清
麻
呂
の
所
謂
皇
緒
な
る
者
と
其
の
解
義
を
同
く
す

る
者
な
り
。
皇
統
に
し
て
皇
位
を
継
ぐ
は
必
ず
一
系
に
限
る

）
74
（

。
」

　

「
祖
宗
以
来
皇
祚
継
承
の
大
義
＊
焉
と
し
て
日
星
の
如
く
、
万
世
に
亙
り
て
易
ふ
べ
か
ら
ざ
る
者
、
蓋
左
の
三
大
則
と
す
。

　

第
一　

皇
祚
を
践
む
は
皇
胤
に
限
る
。

　

第
二　

皇
祚
を
践
む
は
男
系
譜
に
限
る
。

　

第
三　

皇
祚
は
一
系
に
し
て
分
裂
す
べ
か
ら
す

）
75
（

。
」

と
し
て
、
克
明
に
論
じ
て
い
る
。

　

○
第
二
条
「
皇
位
ハ
皇
長
子
ニ
伝
フ
」

　

○
第
三
条
「
皇
長
子
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
皇
長
孫
ニ
伝
フ
皇
長
子
及
其
ノ
子
孫
皆
在
ラ
サ
ル
ト
キ
ハ
皇
次
子
及
其
ノ
子
孫
ニ
伝
フ
以
下

皆
之
ニ
例
ス
」

　

皇
統
は
、
男
子
に
よ
り
継
承
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
『
皇
室
典
範
義
解
』
で
は
、

　

「
祖
宗
以
来
子
孫
直
系
相
伝
へ
、
長
幼
序
に
従
ふ
を
以
て
、
天
位
継
承
の
正
法
と
す
。
」

　

「
長
子
の
子
孫
は
次
子
に
先
だ
つ
は
宗
統
を
重
ん
ず
る
な
り
。
長
子
の
子
孫
在
ら
ざ
る
に
至
て
、
始
め
て
次
子
に
移
る
。
次
子

の
子
孫
の
第
三
子
以
内
に
於
け
る
も
亦
同
例
と
す

）
76
（

。
」



天
皇
制
論
を
読
み
直
す
(四)
（
大
塚
）

三
六

153

と
解
し
て
い
る
。

　

○
第
十
条
「
天
皇
崩
ス
ル
ト
キ
ハ
皇
嗣
則
チ
践
祚
シ
祖
宗
ノ
神
器
ヲ
承
ク
」

　
　

い
わ
ゆ
る
、accession

に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
『
皇
室
典
範
義
解
』
で
は
、

　

「
神
祖
以
来
鏡
、
剣
、
璽
三
種
の
神
器
を
以
て
皇
位
の
御
守
り
と
為
し
た
ま
ひ
、
歴
代
即
位
の
時
は
必
神
器
を
承
く
る
を
以
て

例
と
せ
ら
れ
た
り

）
77
（

。
」

　

「
上
古
は
践
祚
即
ち
即
位
に
し
て
両
事
ニ
非
ず
。
令
義
解
に
『
天
皇
即
位
、
謂
之
践
祚
、
祚
、
位
也
』
と
あ
る
、
…
此
の
時
よ

り
践
祚
の
日
に
神
器
を
奉
ら
れ
た
り

）
78
（

。
」

　

「
本
条
は
皇
位
の
一
日
も
曠
闕
す
べ
か
ら
ざ
る
を
示
し
、
及
神
器
相
承
の
大
義
を
掲
げ
、
以
て
旧
章
を
昭
明
に
す

）
79
（

。
」

　

「
本
条
に
践
祚
を
以
て
先
帝
崩
御
の
後
に
即
ち
行
は
る
ゝ
者
と
定
め
た
る
は
、
上
代
の
恒
典
に
因
り
中
古
以
来
譲
位
の
慣
例
を

改
む
る
者
な
り

）
80
（

。
」

と
説
明
し
て
い
る
。

　

○
第
十
一
条
「
即
位
ノ
礼
及
大
嘗
祭
ハ
京
都
ニ
於
テ
之
ヲ
行
フ
」

　

い
わ
ゆ
る
、succesion

に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
『
皇
室
典
範
義
解
』
に
お
い
て
、

　

「
天
智
天
皇
称
制
の
後
更
に
即
位
の
礼
を
行
は
れ
し
以
来
、
歴
代
相
因
る
の
大
典
と
な
れ
り

）
81
（

。
」
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「
即
位
の
式
は
太
極
殿
に
て
行
は
れ
、
冕
服
を
服
し
、
高
御
座
に
即
き
た
ま
ふ
。
冷
泉
天
皇
御
悩
に
由
り
紫
宸
殿
に
て
行
は
る
。

其
の
後
太
極
殿
災
廃
し
て
、
或
は
太
政
官
庁
に
て
行
は
れ
、
或
は
南
殿
（
即
、
紫
宸
殿
）
に
て
行
は
れ
た
り

）
82
（

。
」

　

「
本
条
に
京
都
に
於
て
即
位
の
礼
及
大
嘗
祭
を
行
ふ
こ
と
を
定
む
る
は
、
大
礼
を
重
ん
じ
、
遺
訓
を
恪
み
、
又
本
を
忘
れ
ざ
る

の
意
を
明
に
す
る
な
り

）
83
（

。
」

　

「
大
嘗
の
祭
は
神
武
天
皇
元
年
以
来
歴
代
相
因
て
大
典
と
は
せ
ら
れ
た
り
。
蓋
天
皇
位
に
即
き
天
祖
及
天
神
地
祇
を
請
饗
せ
ら

る
ゝ
の
礼
に
し
て
、
一
世
に
一
た
び
行
は
る
ゝ
者
な
り

）
84
（

。
」

と
し
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
『
登
極
令
』
『
立
儲
令
』
『
皇
室
成
年
式
令
』
『
皇
室
喪
儀
令
』
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
皇
室
令
制
と
関
係

し
て
く
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
た
よ
う
に
大
日
本
帝
国
憲
法
な
ら
び
に
皇
室
典
範
に
関
し
て
、
『
義
解
』
に
あ
っ
て
詳
細
な
解
説
が
ほ

ど
こ
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
を
受
け
て
、
憲
法
な
ら
び
に
典
範
に
関
し
て
、
大
日
本
帝
国
憲
法
体
制
に
あ
っ
て
、
憲
法
学
者
た
ち
は
ど

の
よ
う
な
議
論
を
繰
り
広
げ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
っ
そ
く
、
次
号
か
ら
憲
法
学
者
た
ち
の
所
論
を
検
討
し
て
み
た
い
。

（
1
） 

鈴
木
安
蔵
『
日
本
憲
法
学
史
研
究
』
勁
草
書
房　

一
九
七
五
年
参
照
。

（
2
） 

宮
沢
俊
義
校
註
『
憲
法
義
解
』
岩
波
書
店　

一
九
九
七
年　

二
一
頁
。

（
3
） 

同
上
二
二
頁
。

（
4
） 

同
上
一
四
三－

一
四
四
頁
。

（
5
） 

同
上
一
二
八
頁
。
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（
6
） 

同
上
一
二
九
頁
。

（
7
） 

同
上
一
二
九
頁
。

（
8
） 
同
上
一
三
六
頁
。

（
9
） 

同
上
一
三
九－

一
四
〇
頁
。

（
10
） 

坂
本
太
郎
他
校
注
『
日
本
書
紀
（
一
）
』
岩
波
書
店　

一
九
九
九
年　

一
九
八－

二
〇
〇
頁
。

（
11
） 

宮
内
庁
蔵
版
『
孝
明
天
皇
（
第
二
）
』
平
安
神
宮　

一
九
六
七
年　

九
二
二
頁
。

（
12
） 

同
上
九
二
三
頁
。

（
13
） 

前
田
好
問
編
『
岩
倉
公
実
記
（
中
）
』
原
書
房　

一
九
六
八
年　

六
〇
頁
。

（
14
） 

同
上
一
四
八
頁
。

（
15
） 

同
上
五
二
九
頁
。

（
16
） 

同
上
五
三
六
頁
。

（
17
） 

宮
内
庁
『
明
治
天
皇
記
（
第
二
）
』
吉
川
弘
文
館　

一
九
六
八
年　

一
四
四－

一
四
五
頁
。

（
18
） 

『
岩
倉
公
実
記
（
中
）
』
五
三
七
頁
。

（
19
） 

『
明
治
天
皇
記
（
第
二
）
』
二
三
九
頁
。

（
20
） 

同
上
二
四
八
頁
。

（
21
） 

同
上
四
九
一
頁
。

（
22
） 

江
村
栄
一
校
注
『
日
本
近
代
思
想
大
系
九　

憲
法
構
想
』
岩
波
書
店　

一
九
八
八
年　

四
五
頁
。
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（
23
） 

遠
山
茂
樹
校
注
『
日
本
近
代
思
想
大
系
二　

天
皇
と
華
族
』
岩
波
書
店　

一
九
八
八
年　

一
三
頁
。

（
24
） 

同
上
二
八
頁
。

（
25
） 
安
丸
良
夫
・
宮
地
正
人
校
注
『
日
本
近
代
思
想
大
系
五　

宗
教
と
国
家
』
岩
波
書
店　

一
九
八
八
年　

三
頁
。

（
26
） 

同
上
四
頁
。

（
27
） 

同
上
一
五
頁
。

（
28
） 

同
上
二
五
頁
。

（
29
） 

江
村
栄
一
校
注
『
日
本
近
代
思
想
大
系
九　

憲
法
構
想
』
九
七
頁
。

（
30
） 

同
上
一
〇
三
頁
。

（
31
） 

同
上
一
〇
七
頁
。

（
32
） 

同
上
一
二
五
頁
。

（
33
） 

『
明
治
前
期
の
憲
法
構
想
』
一
〇
八
頁
。

（
34
） 

同
上
一
三
八
頁
。

（
35
） 

『
憲
法
構
想
』
一
三
二
頁
。

（
36
） 

同
上
一
四
七
頁
。

（
37
） 

『
明
治
前
期
の
憲
法
構
想
』
一
九
二
頁
。

（
38
） 

同
上
二
〇
〇
頁
。

（
39
） 

同
上
三
〇
六
頁
。
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（
40
） 

同
上
七
〇
頁
。

（
41
） 

同
上
一
一
七
頁
。

（
42
） 
同
上
二
六
一
頁
。

（
43
） 

同
上
二
八
〇－

二
八
一
頁
。

（
44
） 

井
上
毅
伝
記
編
纂
委
員
会
編
『
井
上
毅
伝
（
資
料
篇
第
一
）
』
国
学
院
大
学
図
書
館　

一
九
八
六
年　
　

二
二
三
頁
。

（
45
） 

同
上
二
二
四
頁
。

（
46
） 

同
上
二
二
四
頁
。

（
47
） 

武
田
秀
章
『
維
新
期
天
皇
祭
祀
の
研
究
』
大
明
堂　

一
九
九
六
年　

七
〇
頁
。

（
48
） 

同
上
七
〇
頁
。

（
49
） 

山
住
正
巳
校
註
『
日
本
近
代
思
想
大
系
六　

教
育
の
大
系
』
岩
波
書
店　

一
九
九
〇
年　

四
一
二
頁
。

（
50
） 

宮
沢
俊
義
校
註
『
憲
法
義
解
』
岩
波
書
店　

一
九
九
七
年　

二
二－

二
三
頁
。

（
51
） 

同
上
二
五
頁
。

（
52
） 

同
上
二
五
頁
。

（
53
） 

同
上
二
五
頁
。

（
54
） 

同
上
二
六－

二
七
頁
。

（
55
） 

同
上
二
七
頁
。

（
56
） 

同
上
二
七
頁
。
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（
57
） 

同
上
三
一
頁
。

（
58
） 

同
上
三
一－

三
二
頁
。

（
59
） 
同
上
三
四
頁
。

（
60
） 

同
上
三
四－

三
五
頁
。

（
61
） 

同
上
三
五
頁
。

（
62
） 

同
上
四
一
頁
。

（
63
） 

同
上
五
九
頁
。

（
64
） 

同
上
五
九
頁
。

（
65
） 

同
上
六
三
頁
。

（
66
） 

同
上
六
三
頁
。

（
67
） 

同
上
六
四
頁
。

（
68
） 

同
上
一
二
〇－

一
二
一
頁
。

（
69
） 

同
上
一
二
一
頁
。

（
70
） 

同
上
一
二
一
頁
。

（
71
） 

同
上
一
二
一－

一
二
二
頁
。

（
72
） 

同
上
一
二
七
頁
。

（
73
） 

同
上
一
二
八
頁
。
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（
74
） 

同
上
一
二
八
頁
。

（
75
） 

同
上
一
二
八
頁
。

（
76
） 
同
上
一
三
〇
頁
。

（
77
） 

同
上
一
三
六
頁
。

（
78
） 

同
上
一
三
六
頁
。

（
79
） 

同
上
一
三
七
頁
。

（
80
） 

同
上
一
三
七
頁
。

（
81
） 

同
上
一
三
九
頁
。

（
82
） 

同
上
一
三
九
頁
。

（
83
） 

同
上
一
三
九－

一
四
〇
頁
。

（
84
） 

同
上
一
四
〇
頁
。


